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●議員からの寄附やあいさつ状（答礼のための自筆によるものを除く）は公職選挙法で禁止されています●

　外見からは容易に判断が難しい
ハンディのある人が、周囲に援助
や配慮が必要であることを知らせ
るヘルプマークについては、導入
を検討・開始している自治体がふ
えており、特に日本工業規格（JIS）
として制定されてからは、その流
れが全国へと広がっている。
　今後はその意味を広く周知する
ことが重要だが、国民全体におけ
る認知度はいまだ低く、公共交通
機関への導入など課題も浮き彫り
になってきている。
　よって、本市議会は政府に対し、
心のバリアフリーであるヘルプマ
ークのさらなる普及推進を図るた
め、自治体の取り組みに対する財
政的支援の充実並びに関係省庁に
よる国民へのさらなる情報提供・
理解促進及び公共交通機関に向け
た導入指針の提示を強く要望する。
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○平成30年定例会開会予定日○

９月定例会 ９月７日(金)

12月定例会 11月30日(金)

※上記は予定であり、事情により変更

される場合があります。

ヘルプマークのさらなる普及
推進を求める意見書（要旨）
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○市長提出
議　案 第１号 市川市税条例等の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

２号 市川市都市計画税条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

３号 市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例及び市川市印鑑条例の一部改
正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

４号 市川市行徳ふれあい伝承館の設置及び管理に関する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

５号 市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改
正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

６号 市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条
例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

７号 市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決
８号 市川市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

９号
市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指
定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法
に関する基準等を定める条例の一部改正について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

10号 市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正に
ついて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

11号 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

12号 市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の
一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

13号 平成30年度市川市一般会計補正予算（第1号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決
14号 市川漁港外郭施設工事請負契約について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

諮　問 第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可答申
２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可答申

報　告 第１号 専決処分の承認を求めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承　認
２号 専決処分の承認を求めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承　認
３号 専決処分の承認を求めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承　認

○議員提出

発　議 第１号 市川市民が安全で安心して快適に生活することができる環境の向上のための
カラス被害の防止等に関する条例の制定について ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 可　決

２号 市川市議会会議規則の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ 可　決

３号 日本年金機構の情報セキュリティー対策の見直しを求める意見書の提出につ
いて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

４号 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書の提出について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決
５号 地域材の利用拡大推進を求める意見書の提出について ○ △ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決
６号 ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書の提出について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決
７号 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出について ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × × ○ 可　決

８号 拉致問題解決のために政府に対し北朝鮮との「対話」を求める意見書の提出に
ついて ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × ○ × 可　決

９号 拉致問題の早期完全解決を求める意見書の提出について ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 可　決
○請　願
請願第30-1号 喉頭摘出者に必要な日常生活用具給付に関する請願 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採　択

30-2号 請願書、陳情書の押印省略を求める請願 ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ 採　択
※出席した会派の議員全員が、賛成：○、反対：×、出席した会派の議員の一部が賛成・一部が反対：△
※可答申：異議ない旨答申
※議員別の賛否は市川市議会のホームページに掲載しています。

議案等の審議結果一覧

　市議会は、「請願書、陳情書の押印省略を求め

る請願」の採択を受けて、会議規則のうち請願に

関する規定を一部改正しました。

　これまで、請願を提出するには、請願者全員の

押印が必要でしたが、改正により、複数人で提出

する場合、代表者以外の者は署名であれば押印を

省略できるとするものです（陳情も同様です）。

　改正案は６月 27日の本会議で可決され、直ち

に公布・施行されました。

請願の手続を簡素化しました。
代表者以外の者　署名の場合は押印不要に

　市議会は、議員発議による「市川市民が安全で安心して快適に生活することができる環
境の向上のためのカラス被害の防止等に関する条例」を６月 27日の本会議で可決しました。

　この条例は、カラスがひき起こす生ごみの飛散、威嚇、交通妨害等の被害の防止及び低

減を図るため、市・市民・事業者が協力して対策を進めようとするもので、市は実効性の

ある被害対策指針を策定して施策の啓発や情報提供などを行う一方、市民や事業者は適正

なごみ出しやごみ集積場所の清潔の維持などに努めることとしています。また、市は、緊

急性がある場合にはカラス被害に対して迅速な対応を行うほか、集合住宅等のごみ集積場

所の管理に問題があるときは、改善のための助言、支援、指導など必要な対応を行うこと

ができるとしています。

　本条例は、市民や事業者への周知期間を考慮して、平成 31年１月１日から施行されます。

「カラス被害防止条例」を議員発議で制定
市・市民・事業者の協力によってカラス被害の防止及び低減を図る




